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　■　提案・報告の主な内容(概要)

令和２年８月27日　厚生委員会へ再編内容を報告
　　 　 ９月から　保護者説明会、市民周知
　　　　11月から　令和３年度新規入所申込みの受付開始

　・同内容で、８月27日厚生委員会へ報告することで了承された。

　・特になし

　■今後のスケジュール

　■　審議結果

　■　その他、指摘事項等

１　公立保育所再編の基本方向
　将来にわたって安定的な保育を提供するため、帯広市行財政改革計画（令和２～６年度）等に基づき、本市の経営資源
を効果的に活用していく必要があることから、今後の保育ニーズや公立保育所の役割を踏まえ、公立保育所の再編を進め
ていくもの。

２　公立保育所の再編内容
（１）民間移管と定員縮小
　少子化に伴う児童数の減少と将来の保育需要を勘案するほか、保育施設の地域ごとの配置も考慮し、当面、令和６年度
までに、現在８か所の公立保育所のうち、３所の民間移管と４所の定員縮小を進め、公立保育所は５か所とする。
　定員縮小は、少子化に伴う入所児童数の減少と低年齢児の保育ニーズに適切に対応するため、原則、０-２歳児を対象
とする施設へ縮小する。

（２）各施設スケジュール
・日赤東保育所：R３年度に公募・選定、R４年度に引継ぎ、R５年度に民間移管
・松葉保育所と依田保育所：R５年度に定員縮小
・帯広保育所：R４年度に公募・選定、R５年度に引継ぎ、R６年度に定員縮小と民間移管
・青葉保育所：R５年度に公募・選定、R６年度に引継ぎと定員縮小、R７年度に民間移管

（３）公立保育所の運営改善
　保育士の働き方や役割分担の見直しなどによる効率的な保育に取り組むため、運営改善に向けた調査研究を進め、並行
して見直しを行っていく。

令和２年度　第９回全体庁議（８月５日開催）

（５）帯広市公立保育所の再編について[市民福祉部]審議 ・ 報告

　■　提案・報告の趣旨

　公立保育所の再編について、施設名やスケジュールなどを令和２年８月27日に開催される厚生委員会へ報告するもの。


